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１　技術資料の提出及び内容 

(1)　提出する技術資料及びその内容は、次表のとおりとし、次表の「記載及び内容に関する留意事項」に定め

がある場合を除き、提出する資料については公告日を基準とし、作成すること。 

(2)　技術資料やその記載内容を証明する資料は、入札公告の「12 技術資料」の提出期間内に、資格要件確認

書類と併せて持参により提出すること。 

(3)　提出が必要な技術資料が提出期間内に提出されない場合には、入札を無効とする。 

なお、提出する技術資料等は、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称

及び技術資料が在中している旨を記載した封筒に封入して、封印の上、持参により提出すること。 

(4)　（様式第１号）技術資料が未提出の場合は、入札を無効とする。また、その他の提出書類については、未

提出、必要な記載事項が無い、不適切な記載、添付資料で記載内容が確認できない又は求めている資料の添

付が無い場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

(5)　当該業種とは、次表の「記載及び内容に関する留意事項」に定めがある場合を除き、入札公告の「８ 入

札参加条件 (1)」の業種とする。 

(6)　技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

(7)　提出された技術資料は、返却しないものとする。 

(様式第１号) 技術資料 

※ 様式第１号が未提出の場合は、入札を無効とする。 

(様式第２号) 企業の施工能力について① 

過去15年間の同種工事の元請施工実績 

※ 様式第２号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

 
総合評価方式説明書（地域実績評価型）

 記載及び内容に関する留意事項

 必要事項を記載の上、□欄にチェックを入れて確認すること。 

内容等について確認することがあるので、問合せ先も記載すること。

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 

(ｱ) 元請施工実績は、平成23年４月１日から入札をする日の前日までの間に

完成し、引渡しが完了した工事の中から代表的なものを１件記載する。 

(ｲ) 同種工事とは、次の工事をいう。 

広島県内の公共工事における管工事で空調設備工事 

(ｳ) 様式第５号配置予定技術者の能力について①（配置予定技術者の過去15

年間の主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての同種工事の元請施

工経験の有無）に記載した工事と同一である必要はない。 

(ｴ) 記載する工事は、可能な限りＣＯＲＩＮＳに登録されている工事から選

定すること。

(1) 同種工事の内容が確認でき

るＣＯＲＩＮＳデータの写

し。 

(2) ＣＯＲＩＮＳに登録されて

いない場合、又はＣＯＲＩ

ＮＳデータの写しだけでは

同種工事の内容が確認でき

ない場合は、契約書等の写

し及び同種工事の内容を確

認できる資料。 

共同企業体で施工した工事
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(様式第３号) 企業の施工能力について② 

広島県の平均工事成績点又は過去２年間の廿日市市の当該業種における工事成績評定点の平均点 

※ 様式第３号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

 

(様式第４号) 企業の施工能力について③ 

・過去２年間の広島県発注工事の当該業種において優良建設工事の表彰に該当又は廿日市市発注工事の当該業種

において優良成績者表彰に該当 

※ 様式第４号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

(様式第５号) 配置予定技術者の能力について① 

・配置予定技術者の過去15年間の主任技術者、監理技術者又は現場代理人としての同種工事の元請施工経験の有

無 

※ 様式第５号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

 については、協定書の写し。

 記載及び内容に関する留意事項 添付書類

 (ｱ) 広島県の平均工事成績点とは、令和７・８年度の広島県建設工事等入札参加資格者名簿に掲

載の当該業種における平均工事成績点をいう。 

(ｲ) 過去２年間の廿日市市の当該業種における工事成績評定点の平均点とは、令和５年度から令

和６年度までの間に完成・引渡しが完了した廿日市市建設工事成績評定要領（平成20年告示第

128号）による評定の対象となる当該業種の全ての工事の工事成績評定点の平均点をいう。 

(注） 

(ｱ)と(ｲ)の両方で得点がある場合は、得点の高いものを評価する。

不要

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 ・過去２年間の広島県発注工事の当該業種において優良建設工事の表彰に該当 

　　広島県発注工事の当該業種において優良建設工事の表彰に該当とは、令和６年

度（表彰対象工事の県への引き渡し期間：令和５年４月１日～令和６年３月31

日）又は令和７年度（表彰対象工事の県への引き渡し期間：令和６年４月１日～

令和７年３月31日）の優良建設工事等被表彰者一覧に記載されている者をいう。 

・過去２年間の廿日市市発注工事の当該業種において優良成績者表彰に該当 

　　廿日市市発注工事の当該業種において優良成績者表彰に該当とは、令和６年度

（対象工事完成期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）又は令和７年度

（対象工事完成期間：令和６年４月１日～令和７年３月31日）の優良成績者表彰

の対象となった者をいう。

不要

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するもの

とする。なお、技術資料提出時までに配置技術者を特定できない場合

は、３人までの候補者を記載することを認める。 

この場合の審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低

監理技術者資格者証の写し（表・裏

両面の写しとし、申請者と同一の会社

名が記載されていることを確認するこ

と）及び監理技術者講習修了証の写し
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(様式第６号) 配置予定技術者の能力について② 

・配置予定技術者の過去２年間の継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 

※ 様式第６号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

 い者で評価するものとする。 

配置予定技術者は、当該業種の監理技術者の資格を有し、かつ監理

技術者講習を修了した者とする。 

また、所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

とする。 

なお、恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き３か月以上の

雇用関係にあることをいう。

（表面のみ）。ただし、監理技術者資

格者証の写しで監理技術者講習を修了

したことが確認できる場合は、監理技

術者講習修了証の写しの提出は不要と

する。 
 
建設業法第15条第２号ハの規定によ

り同号イに掲げる者と同等以上の能力

を有すると認められた者については、

当該認定について確認できる資料の写

し。 
 
入札公告、12、(2)、ウに記載の

「配置予定技術者と受注者との雇用確

認ができる資料」

 ・配置予定技術者の過去15年間の主任技術者、監理技術者又は現場代

理人としての同種工事の元請施工経験の有無 

(ｱ) 技術者の元請工事における施工経験は、平成23年４月１日から入

札をする日の前日までの間に完成し、引渡しが完了した工事の中か

ら代表的なものを１件記載する。 

(ｲ) 同種工事とは、次の工事をいう。 

広島県内の公共工事における管工事で空調設備工事 

 (ｳ) 工事の施工経験は、主任技術者、監理技術者又は現場代理人とし

て従事したものに限る。 

 (ｴ) 様式第２号企業の施工能力について①（過去15年間の同種工事の

元請施工実績）に記載した工事と同一である必要はない。 

(ｵ) 記載する工事は、可能な限りＣＯＲＩＮＳに登録されている工事

から選定すること。 

(注） 

　評価を受けた技術者に交代が生じた場合の取扱いについては、２の

(4)によるものとする。

(1) 同種工事の内容が確認できるＣＯ

ＲＩＮＳデータの写し。 

(2) ＣＯＲＩＮＳに登録されていない

場合、又はＣＯＲＩＮＳデータの写

しだけでは同種工事の内容が確認で

きない場合は、契約書等の写し及び

同種工事の内容を確認できる資料。 

共同企業体で施工した工事につい

ては、協定書の写し。

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 ・継続教育（ＣＰＤ）の単位を取得している者は、令和６年

度から令和７年度（令和６年４月１日～令和８年３月31

日）における認定時間を記入すること。 

建築ＣＰＤ運営会議が証明する書面の写し
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(様式第７号) 配置予定技術者の能力について③ 

・配置予定技術者が過去２年間の広島県の発注工事において当該業種における優秀な技術者の表彰に該当又は廿

日市市発注工事の当該業種において優良成績者表彰対象工事かつ工事成績評定点85点以上の工事の監理技術者を

担当 

※ 様式第７号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

(様式第８号) 地域の精通性について 

・廿日市市内における主たる営業所又は委任を受けた営業所の有無（当該業種に係るもの） 

・過去10年間の廿日市市内における同種工事の元請施工実績 

※ 様式第８号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

 (注） 

　評価を受けた技術者に交代が生じた場合の取扱いについて

は、２の(4)によるものとする。

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 ・配置予定技術者が過去２年間の広島県の発注工事において

当該業種における優秀な技術者の表彰に該当 

　　広島県の発注工事において当該業種における優秀な技術

者の表彰に該当とは、令和６年度（表彰対象工事の県への

引き渡し期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）又

は令和７年度（表彰対象工事の県への引き渡し期間：令和

６年４月１日～令和７年３月31日）の優良建設工事等被表

彰者一覧に記載されている者をいう。 

・配置予定技術者が過去２年間の廿日市市発注工事の当該業

種において優良成績者表彰対象工事かつ工事成績評定点85点

以上の工事の監理技術者を担当 

　　廿日市市発注工事の当該業種において優良成績者表彰対 

　象工事かつ工事成績評定点85点以上の工事の監理技術者を

担当とは、令和６年度（対象工事完成期間：令和５年４月

１日～令和６年３月31日）又は令和７年度（対象工事完成

期間：令和６年４月１日～令和７年３月31日）の優良成績

者表彰の対象となった工事のうち工事成績評定点85点以上

の工事の監理技術者を担当した者をいう。 

(注） 

　評価を受けた技術者に交代が生じた場合の取扱いについ

ては、２の(4)によるものとする。

不要

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 ・廿日市市内における主たる営業所又は委任を受けた営業所

の有無（当該業種に係るもの） 

(ｱ) 廿日市市内における主たる営業所とは、当該業種に係る

不要
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(様式第９号) 企業の地域貢献実績について① 

廿日市市との災害協定の締結（公告日現在） 

※ 様式第９号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

※ 廿日市市と災害協定を締結した団体等が発行する当該会員であることの証明書を提出する場合に、当該証明 

書の審査基準日及び証明日が公告日前で作成されているものは、当該項目及び関連項目を０点とする。 

(様式第10号) 企業の地域貢献実績について② 

廿日市市内企業の活用割合（一次下請総額に占める、廿日市市内企業への一次下請金額の割合） 

※ 様式第10号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

※ 様式第10号・１枚目の「１　入札金額」の「うち指定資材調達予定額」は、様式第11号の「１　指定資材調 

 建設業許可を有し、開札日から遡って継続して１年以上建

設業許可申請書、別表又は別紙二の「主たる営業所」欄に

記載されている営業所が廿日市市内にある者をいう。 

(ｲ) 廿日市市内における委任を受けた営業所とは、当該業種

に係る建設業許可を有し、開札日から遡って継続して３年

以上入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日

市市内にある者をいう。

 ・過去10年間の廿日市市内における同種工事の元請施工実績 

(ｱ) 元請施工実績は、平成27年４月１日から入札をする日の

前日までの間に完成し、引渡しが完了した工事の中から代

表的なものを１件記載する。 

(ｲ) 同種工事とは、次の工事をいう。 

　　広島県内の公共工事における管工事で空調設備工事 

(ｳ) 記載する工事は、可能な限りＣＯＲＩＮＳに登録されて

いる工事から選定すること。

(1) 同種工事の内容が確認できるＣＯＲＩＮＳデ

ータの写し。 

(2) ＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合、又は

ＣＯＲＩＮＳデータの写しだけでは同種工事の

内容が確認できない場合は、契約書等の写し及

び同種工事の内容を確認できる資料。 

共同企業体で施工した工事については、協定

書の写し。

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 ・災害協定の締結がある者とは、次のいずれかをいう。 
(ｱ) 廿日市市と災害時における応急措置等の協力に関する協

定（以下「災害協定」という。）を締結した団体等の会員 
(ｲ) 廿日市市と災害協定を締結した者

１　(ｱ)の場合 
廿日市市と災害協定を締結した団体等の会員

の場合は、廿日市市と災害協定を締結した団体

等が発行する当該会員であることの証明書。 

（注） 

審査基準日は公告日とし、証明日は公告日以降

のものとすること。 

 

２　(ｲ)の場合 
廿日市市と災害協定を締結した者は、災害協

定書の写し及び直近に廿日市市に提出した災害

協定第７条に規定する「災害時に協力できる人

員並びに資機材（協定様式第３号）」の写し。
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達予定金額合計（Ａ）」と一致させること。不一致又は記載がされていない場合は、当該項目及び関連項目は０

点とする。 

(様式第11号) 企業の地域貢献実績について③ 

廿日市市内企業からの指定資材調達割合（指定資材調達総額に占める、廿日市市内企業からの調達金額の割合） 

※ 様式第11号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

※ 様式第11号の「１　指定資材調達予定金額合計（Ａ）」は、様式第10号・１枚目の「１　入札金額」の「うち 

指定資材調達予定額」と一致させること。不一致又は記載がされていない場合は、当該項目及び関連項目は０

点とする。 

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 (ｱ) 廿日市市内企業の活用割合とは、一次下請総額に占める、廿日市市

内企業への一次下請金額の割合をいう。 

(ｲ) 市内企業とは、建設業許可申請書、別表又は別紙二の「主たる営業

所」が廿日市市内にある者をいう。 

(ｳ) 下請契約とは一次下請との契約のうち、建設業法第２条第４項に係

る建設工事を対象とする。したがって、交通誘導員、リース、運搬等

に係る契約等は含めない。 

(ｴ) 下請の評価の対象は、一次下請までとする。 
(ｵ) 「市内企業の一次下請予定金額の内訳」及び「市外企業の一次下請

予定金額の内訳」の欄の一次下請予定額に指定資材調達予定金額を含

む場合は、「うち指定資材調達予定額」の欄に様式第11号の指定資材調

達予定金額を記載すること。 

(ｶ) 記載する金額は円単位とし、消費税及び地方消費税を含めないこ

と。 

(注)  

工事完成時において実際の市内企業施工割合が評価基準の割合を下回

る場合は、指名除外措置等を行うことがある。

一次下請予定の市内企業の確認資

料として、建設業許可申請書、別表

又は別紙二の写し。 
（注） 

主たる営業所の商号又は名称及び

所在地が確認できるものであるこ

と。

 記載及び内容に関する留意事項 添付書類

 (ｱ) 指定資材とは、「冷却塔」、「冷温水機発生機」、「外気処理機」、「ファンコイルユニッ

ト」、「空気調和設備（配管）」とする。 
(ｲ) 市内の資材販売業者からの調達 

市内の資材販売業者とは、専業または兼業で資材販売業を営む者（製造業者を含む。）

で、かつ、本市内に本店、支店、営業所、工場等を有する者とする。 
　　ａ　本店：登記簿上の本店 
　　ｂ　支店：廿日市市の令和７・８年度競争入札参加資格者名簿に登載されている営業所

等 
　　ｃ　工場：指定資材（原材料・製品）を製造（加工）している工場 
　※営業所の場合は、該当営業所との契約であること。 
　※工場の場合は、出荷証明等により、市内工場製造分であることが分かること。 

不要 
※ただし、契約

締結後に、該

当する資材の

見積書の写し

を提出するこ

と。
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 (様式第12号) 企業の地域貢献実績について④ 

障がい者の雇用 

※ 様式第12号が未提出の場合は、当該項目及び関連項目は０点とする。 

 

 　※指定資材の購入者は、本工事の元請負人（申請者）に限定せず、一次下請が市内の資材

販売業者から調達したものも可とする。 
(ｳ) 材工一括契約による調達 

市内本店・支店業者又は市外業者（資材販売業者であるかは問わない）との一次下請に

係る材工一括契約による調達 

　※いずれも実際の購入先が市内の資材販売業者であること。また、その調達が確認できる

資料（見積書、契約書、領収書等）を提出すること。 

※実際の購入先が材工一括契約の受注者（一次下請負人）と異なる場合は、実際の購入先

名を様式第11号の調達先企業名の欄に（　　）書きで併記すること。 

(ｴ) 指定資材は、自社で在庫保有している資材を使用する場合は、評価対象としない。 

(ｵ) 記載する金額は円単位とし、消費税及び地方消費税を含めないこと。 

(注) 

(a) 指定資材調達予定金額は、指定資材に係る金額のみを記載し、施工費等を含めないこ

と。 

(b) 当該工事完了後、当該工事の指定資材調達に係る全ての領収が確認できる書類の写しを

提出すること。 

 (c) 工事完成時において実際の市内企業からの調達割合が評価基準の割合を下回る場合は、

指名除外措置等を行うことがある。

 記載及び内容に関する留意事項 添付資料

 障がい者の雇用は、次のいずれかの要件を満たすこと。 
(ｱ) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。以下

「障害者雇用促進法」という。）に基づく障がい者の雇用状況の報告義

務がある者で、障がい者を法定雇用率（建設業の除外率を含む。）以上

雇用している。 
(ｲ) 障害者雇用促進法に基づく障がい者の雇用状況の報告義務がない者

で、障がい者を１名以上雇用している。 
（注） 

報告義務のない事業所にあっては、障がい者の雇用が確認できる書類

等の提示を求める場合がある。

障害者の雇用の促進等に関する法

律施行規則（昭和51年労働省令第38

号）第８条の規定により公共職業安

定所長へ報告した直近の障害者雇用

状況報告書（事業主控）の写し。 
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２　総合評価に関する事項 

(1)　入札の評価に関する基準 

各評価項目について次の評価基準に基づき審査し、加点するものとする。 

 

 

 

 評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点

 １　企業の

施工能力

について 

(1)過去15年間の同種工事の元請施工実績 ①広島県内の公共工事における空気設備改

修工事の実績あり
2.0

／2.0

 ②実績なし 1.0

 (2)広島県建設工事等入札参加資格者名簿に掲載の当該業種における平均工

事成績点又は令和５年度から令和６年度までの間に完成・引渡しが完了

した廿日市市の当該業種における工事成績評定点の平均点 
 
※高得点のものを採用

①平均点が80点以上 3.0

／3.0
 ②平均点が77点以上80点未満 2.0

 ③平均点が70点以上77点未満 1.0

 ④平均点が70点未満又は受注なし 0.0

 (3)過去2年間の広島県発注工事の当該業種において優良建設工事の表彰に

該当又は廿日市市発注工事の当該業種において優良成績者表彰に該当
①広島県の表彰又は廿日市市の表彰に該当あり 1.0

／1.0
 ②該当なし 0.0

 ２　配置予

定技術者

の能力に

ついて

(1)配置予定技術者の過去15年間の監理技術者又は現場代理人としての同種

工事の元請施工経験の有無

①広島県内の公共工事における空気設備改

修工事の実績あり
2.0

／2.0

 ②実績なし 0.0

 (2)配置予定技術者の過去2年間の継続教育（CPD）の取組状況 
　 (建築CPD運営会議が運営する制度における令和6年4月1日～令和8年3月

31日の学習実績)

①継続教育の証明あり(12時間以上取得) 2.0

／2.0  ②継続教育の証明あり(6時間以上12時間未

満取得)
1.0

 ③上記以外 0.0

 (3)配置予定技術者が過去2年間の広島県の発注工事において当該業種にお

ける優秀な技術者の表彰に該当又は廿日市市発注工事の当該業種におい

て優良成績者表彰対象工事かつ工事成績評定点85点以上の工事の監理技

術者を担当

①該当あり 1.0

／1.0
 ②該当なし 0.0

 ３　地域の

精通性に

ついて

(1)廿日市市内における主たる営業所又は委任を受けた営業所の有無（当該

業種に係るもの）

①廿日市市内に主たる営業所あり 2.0

／2.0
 ②廿日市市内に委任を受けた営業所あり 1.0

 ③廿日市市内に主たる営業所又は委任を受けた営

業所なし
0.0

 (2)過去10年間の廿日市市内における同種工事の元請施工実績 ①廿日市市内の公共工事における空気設備

改修工事の実績あり
3.0

／3.0

 ②実績なし 0.0

 ４　企業の

地域貢献

実績につ

いて

(1)廿日市市との災害協定の締結（公告日現在） ①締結あり 1.0
／1.0

 ②締結なし 0.0

 (2)廿日市市内企業の活用割合 
（一次下請総額に占める、廿日市市内企業への一次下請金額の割合） 
※廿日市市内企業：主たる営業所が廿日市市内にある者 
※下請金額には指定資材代を含めない

①70％以上 2.0

／2.0  ②40％以上70％未満 1.0

 ③上記以外 0.0

 (3)廿日市市内企業からの指定資材調達割合 
（指定資材調達総額に占める、廿日市市内企業からの調達金額の割合） 

①廿日市市内企業からの調達が90％以上 2.0  
 

／2.0

 ②廿日市市内企業からの調達が70％以上90％未満 1.0

 ③上記以外 0.0

 (4)障がい者の雇用 
（障がい者の雇用状況の報告義務がある者で障がい者を法定雇用率（建設業

の除外率を含む。）以上雇用している又は報告義務がない者で障がい者を１名

以上雇用している）

①雇用あり 1.0
／1.0 
／1.0  

②雇用なし 0.0
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(2)　総合評価の方法 

ア　価格以外のその他の条件に係る評価項目ごとの技術資料の内容に応じ、加算点を与えるものとする。

なお、標準点（基礎点）を100点とし、加算点の最高点数は22点とする。 

イ　総合評価は、標準点（基礎点）と加算点（各評価項目の得点の合計を１０点換算）を合計した点数

（以下「技術評価点」という。）を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」とい

う。）をもって行うものとする。 

技術評価点 ＝ 標準点（基礎点） ＋ 加算点（価格以外の評価点の合計を10点換算）  

評　価　値 ＝ 技術評価点 ／ 入札価格 （税抜　千円）× 1,000 

(3)　落札候補者の決定方法 

(2)の「総合評価の方法」によって得られた評価値の最も高い者を落札候補者とする。 

 

(4)　評価を受けた技術者に交代が生じた場合の取扱い 

　ア　『廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について（改正）』に基づいて、入札時に評価

を受けた技術者の途中交代を市が認めた場合において、交代した技術者の評価が入札時の得点を満たさず、

不履行となった得点が落札決定に影響を及ぼす点数以上であったときは、契約違反として取扱い、１か月

（最大１２か月）の指名除外措置を行う。 

　イ　措置の対象とする評価項目（配置予定技術者の能力について） 

　　(ｱ) 同種工事の元請施工経験 

　　(ｲ) 継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 

　　(ｳ) 技術者の表彰（優良成績者表彰の工事を担当） 

 

(5)　苦情申立等 

当該入札において入札に参加した者で、落札者とならなかった者は、様式第14号により落札者として選

定されなかった理由の説明を、落札者の公表を行った日の翌日から起算して２日（廿日市市の休日を定め

る条例（平成元年条例第27号）第１条第１項に規定する市の休日の日数は算入しない。）以内に市長に申し

立てることができる。


